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午前 １０時 ３０分 開会 

教 育 長  皆さん、おはようございます。本日は４名の委員の出席を得ましたので、委員

会は成立しております。 

 それでは、ただいまから令和７年第７回の教育委員会を開会いたします。 

 本日の会議に出席する職員は、林次長、金子地域教育力担当部長、久保田教育

総務課長、濱野多様な学び推進担当課長、小林学務課長、冨田指導室長、柏田新

しい学校づくり課長、野崎学校配置調整担当課長、彼島施設整備担当副参事、池

田生涯学習課長、品田史跡公園担当課長、高木地域教育力推進課長、石野教育支

援センター所長、山田中央図書館長、以上、１４名でございます。 

 本日の議事録署名委員は、会議規則第２９条により、善本委員にお願いいたし

ます。 

 本日の委員会は２名から傍聴の申し出がなされており、会議規則第３０条によ

り許可しましたので、お知らせいたします。 

 次に、非公開による審議とする案件の確認をいたします。日程第一 議案第２

０号「板橋区子ども読書活動推進計画２０３０骨子（案）について」は、５月の

文教児童委員会で審議を予定している案件のため、本日の教育委員会において公

開で審議を行うことにより、具体的かつ自由な討論、質疑ができないおそれがあ

りますので、一時非公開による審議とし、議事進行の都合上、委員会の最後に処

理することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのように処理します。 

 初めに、私から報告いたします。 

 青木義男委員が３月３１日をもって任期満了になり、山口謠司様が２月２８日

の区議会本会議におきまして、板橋区教育委員会委員としての同意を得て、４月

１日付で、区長から教育委員に任命されたことを報告いたします。 

 山口委員、一言、ご挨拶をお願いいたします。 

 

山 口 委 員  いつもお世話になっております。このたび教育委員を拝命しました山口謠司で

ございます。これから、どうぞお世話になります。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  よろしくお願いいたします。 

 

○報告事項 

１．令和６年度板橋グリーンカレッジ事業実施報告 

（生－１・生涯学習課） 

教 育 長  それでは、報告事項を聴取します。報告１「令和６年度板橋グリーンカレッジ

事業実施報告」を生涯学習課長から報告願います。 
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生涯学習課長   では、グリーンカレッジの事業実施報告をさせていただきます。 

 最初に、運営概要でございます。 

 板橋グリーンカレッジは、平成６年度に、区民等の多様化・高度化する学習要

求に応えるとともに、地域社会における活動を促進することを目的として開校さ

れました。 

 ２年制の「板橋グリーンカレッジ大学校」及び１年制の「板橋グリーンカレッ

ジ大学院」から構成されており、講義は、グリーンカレッジホールにて行ってお

ります。 

 令和４年度からは、新たに多世代に向けた生涯学習の充実・発展を図っていく

ことを目的として、長寿社会推進課から生涯学習課へ業務移管をいたしたところ

でございます。 

 令和６年度の新入生からは、年齢制限を撤廃し、多世代の方を対象として開校

いたしました。 

 また、多世代化に伴いまして、カリキュラムの見直しを行い、新たに科目選択

制を導入して実施いたしました。 

 詳細につきましては、別紙１「令和６年度板橋グリーンカレッジ概要」をご覧

いただければというふうに思います。 

 ２番目、こちらは令和６年度の実施状況でございます。 

 こちらの実施状況につきましては、記載のとおりでございますので、各課程の

カリキュラム内容につきましては、別紙２の方にございますとおりというふうに

なっております。 

 裏面に移りまして、３番目、板橋グリーンカレッジ公開講座でございます。 

 令和６年度より多世代化した板橋グリーンカレッジの周知を図るため、「板橋

グリーンカレッジ公開講座」を実施しております。 

 令和６年度は、「ニュース番組の舞台裏」をテーマに実施いたしました。 

 募集定員１００名のところ、８６名の応募をいただきまして、当日は６２名の

方にご参加いただいたという結果になっております。 

 令和７年度も、引き続き、実施していく予定でございます。 

 ご報告については、以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、ご意見等がございましたらご発言ください。 

 

野 田 委 員  ご説明ありがとうございました。 

 昨年に引き続き、多くの方々がグリーンカレッジ大学校に参加され、非常にす

ばらしい取組を継続していただいていることに感謝申し上げます。 

以前にも少しお伺いしたことがあるのですが、本大学校および大学院の課程を修

了された方に対して、板橋区教育委員会として何らかの「学位」や「修了証明

書」といった証明となるものを発行するご予定について、何か進捗がありました

でしょうか。 
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生涯学習課長  学位等につきましては、従来どおりという形にさせていただいていまして、た

だ、卒業後については、こちらのグリーンカレッジ概要にございますとおり、Ｏ

Ｂ会等への入会というところを促しているところでございます。 

 

野 田 委 員  何か修了証のようなものを発行されるご予定はあるのでしょうか。 

単位を取得し、一定の課程を修了される形になるかと思いますが、その証として

の修了証などが交付されますでしょうか。 

 

生涯学習課長  すみません、修了証だけです。 

 

野 田 委 員  ありがとうございます。 

 

教 育 長  他はいかがでしょうか。 

       私からは、令和６年度から年齢制限を撤廃し、多世代の方を対象となっていま

すが、実際に年配の方以外に、若い方なども希望されたのでしょうか。 

 

生涯学習課長  １年生の受講の年代別でございますが、今回は１０代が１名、２０代が２名、

３０代が４名、４０代が８名、５０代が３１名、６０代が８２名、７０代が６４

名、８０代が８名というふうに聞いておりますので、大分、年齢層が、１０代の

方も含めて広がったというふうに思っております。 

 

教 育 長  ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

小 林 委 員  ご説明、ありがとうございます。 

 カリキュラムを見ていますと、本当に若い方に見ていただきたいものがたくさ

んありますので、周知についてぜひ進めていただけたらと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

 

教 育 長  生涯学習課長、いかがでしょうか。 

 周知方法ですね、広報とかはいかがですか。 

 

生涯学習課長  こちらは、広報等を通して周知を進めてまいりますので、今後また、今以上に

参加者について周知というところでございますので、区のＬＩＮＥ等、そのよう

なものを活用しながら周知に努めてまいりたいというふうに思います。 

 

教 育 長  よろしいですか。 

 

（なし） 

 

○報告事項 
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２．令和７年度板橋グリーンカレッジ事業実施概要について 

（生－２・生涯学習課） 

教 育 長  続いて、報告２「令和７年度板橋グリーンカレッジ事業実施概要について」、

生涯学習課長から報告願います。 

 

生涯学習課長  では、実施概要についてご報告させていただきます。 

 こちら、１番目、各課程の実施概要でございます。 

 （１）板橋グリーンカレッジ大学校（２年制）についてご説明をさせていただ

きます。 

 区内在住・在勤・在学の方を対象としておりまして、座学形式の講義を実施し

ております。 

 １年生では、教養科目の基礎的な知識を習得いたします。 

 様々な受講ニーズに応えられるよう、幅広い内容で基礎的な知識を学んでいた

だけるようカリキュラムを組んでいるところでございます。 

 科目選択制となっておりまして、受講生は、年間２３科目から１８科目を選択

し受講いただいているところでございます。 

 ２年生では、１年生を履修した方が、１年目で学んだ科目をさらに深掘りした

内容を学ぶことで応用知識の習得をめざします。 

 ２年生につきましても、令和７年度から科目選択性を導入いたしまして、受講

生は、年間１８科目から６科目を選択し、受講するところでございます。 

 また、聴講生制度を設けておりまして、板橋グリーンカレッジを卒業された方

で、継続学習を希望される方につきましては、進学者の人数が確定した時点で定

員に空きがある場合に、聴講生として受け入れるというところでございます。 

 ２番目、板橋グリーンカレッジ大学院についてご説明をさせていただきます。 

 板橋グリーンカレッジ大学校卒業生を対象としておりまして、ゼミナール形式

の講義を導入しております。 

 前半は講師による講義、後半は自身で研究テーマを設定し、自主研究を行い、

最後には研究発表会と卒業レポートを作成いたします。 

 コースは選択制となっておりまして、受講生は、文化文学・社会生活・健康福

祉の３コースから１コースを選択し、受講するところでございます。 

 各コースは、年間１３回を実施いたしております。 

 また、各課程のカリキュラム内容については、別紙の方をご覧いただければと

思います。こちらの内容となっております。 

 ２番目、応募者数でございます。 

 こちらは、広報いたばし、区ホームページ、区内掲示板などで、１月１８日か

ら２月１４日まで募集を行いました。 

 結果につきましては、こちらにあるとおりでございます。 

 報告については、以上でございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。質疑、ご意見等がございましたらご発言ください。 
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野 田 委 員  ご説明ありがとうございます。 

 グリーンカレッジ大学校の２年生の課程を終えられる際に、卒業論文を提出さ

れていると伺っておりますが、その卒業論文は、何らかの形で公開されたり、閲

覧できるような機会が設けられているのでしょうか。 

 

生涯学習課長  研究論文については、区立図書館であるとか、あとグリーンカレッジホール等

で公開させていただいております。 

 

野 田 委 員  ありがとうございます。 

 

教 育 長  他にいかがでしょうか。 

 

善 本 委 員  ご説明ありがとうございます。 

 拝見していても、大変興味深いプログラムがたくさんあって、私もぜひ聴講さ

せていただきたいなと思うような内容がたくさんありました。 

 その中で、ご説明では、基礎的な知識を習得することが狙いの座学が中心とい

うことではありましたが、実習的な内容もあると思いますし、近年は、学校でも、

何か双方向型の学びというものが推奨されているという関係から、もちろん高い

専門性を持たれた方がご講義いただくものが大変多いとは思いますけれども、一

方で、何か受講生もそこで働きかけができるような、双方向型の学びが広がって

いけば、より一層、魅力的なものになるのかなというふうにも思いますので、そ

のような取組をぜひ進めていただければ大変ありがたく思います。よろしくお願

いします。 

 

生涯学習課長  ありがとうございました。 

 ご意見を参考に、今後のグリーンカレッジのカリキュラムについては、また検

討していきたいと思います。ありがとうございます。 

 

教 育 長  他にいかがでしょうか。 

 私からは、この応募者数を見ますと、大学校の１年生の定員が３００名に対し

て、受講決定者数が２１７名ということですね。 

 まだ余裕があるということですので、もっともっと広報に力を入れて、できる

だけ定員に近づける方が、私はこういう事業というのはいいと思いますので、こ

の辺りはいかがでしょうか。 

 

生涯学習課長  ありがとうございます。 

 その広報手段については、また来年度に向けて検討させていただいて、進めさ

せていただければと思います。ありがとうございます。 
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教 育 長  先ほどの質問とも重なるのですけれど、やはり多世代に展開をし始めています

ので、色々な世代の方に見ていただいて、知ってもらうということも一つですし、

それから、もちろん内容の方も、色々な世代の方が興味を持つようにシフトして

いただければと思いますが、内容も含めて、いかがでしょうか。 

 

生涯学習課長  内容についても、先ほどご意見もいただいたところでございますので、色々と

カリキュラムについても検討してまいりたいと思いますし、また、広報手段も、

ご意見いただき、ありがとうございます。 

 色々な様々な手段を用いて、今のところ、広報いたばしとか、区のホームペー

ジというようなこともございますので、さらに区のそのような広報手段なんかも

活用して周知に努めてまいりたいと思います。 

 

教 育 長  若い方は、ＳＮＳ等を利用している方が多いですよね。それもよろしくお願い

します。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

○報告事項 

３．板橋区コミュニティ・スクールに係るアンケート調査の集計結果について 

（地－１・地域教育力推進課） 

教 育 長  では、続きまして、報告３「板橋区コミュニティ・スクールに係るアンケート

調査の集計結果について」、こちらは地域教育力推進課長から説明願います。 

 

地域教育力推進課長  地域教育力推進課長です。よろしくお願いいたします。 

 板橋区コミュニティ・スクールに係るアンケート調査の集計結果についてご報

告をさせていただきます。 

 資料は「地－１」をご覧いただきたいと思います。 

 板橋区コミュニティ・スクール（ｉＣＳ）につきましては、各学校や委員会の

現状を把握しまして、より学校や地域の現状に即した仕組みにしていくために、

学校、コミュニティ・スクール（ＣＳ）委員、地域コーディネーターに、毎年、

アンケート調査を実施しております。 

 今回、そのアンケート結果がまとまりましたので、ご報告をさせていただくも

のでございます。 

 １のアンケート調査のまとめでございますが、アンケートは、学校、ＣＳ委員、

地域コーディネーターの三つに分けて回答いただいております。 

 ２の今後についてでございますが、この集計結果につきましては、区の公式ホ

ームページへの掲載とともに、４月１６日に開催されます全体校長会におきまし

て、校長に周知いたしまして、ＣＳ委員会でフィードバックしていくという流れ

となっております。 
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 そうしましたら、資料「地－１－２」をご覧ください。 

 Ａ４横判で、「集計結果（一部抜粋）」と書かれたものでございます。 

 こちらはアンケート調査の集計結果の中で、ｉＣＳを進めていく上で重要なポ

イントを抜粋してまとめさせていただいたものでございます。 

 まず、先に、右上の部分について、地域コーディネーターに関するものでござ

います。 

 「ＣＳ委員会で学校支援地域本部の活動について報告していますか？」といっ

た質問では、地域コーディネーターによる報告、また、学校による報告を合わせ

まして、多くの学校で報告が行われているところでございます。 

 令和５年度は６４．３％だったところ、令和６年度は８０．８％に増加してお

ります。 

 また、「ＣＳ委員会は学校支援地域本部の活動に効果的な影響を与えていると

思いますか？」という質問では、６７．４％から「効果的な影響があると思う」

という回答をいただいております。 

 昨年度からさらに増加をしているところでございます。 

 左の上の部分になりますが、ＣＳ委員に関するものでございますけれども、

「学校支援地域本部がどのような活動を行っているか、わかりますか？」という

質問では、「わかる」との回答が５９％ということで、昨年度から増加しており

ます。 

 これらの質問の内容については、特にＣＳ委員会と地域コーディネーター、学

校支援地域本部の連携・協働が図られているかといった観点から、重要と考え、

ここに抜粋として掲載しているものでございます。 

 真ん中の左の下の部分になりますが、「地域とともにある学校」を実現するた

めに必要だと思う要素についての質問でございます。 

 ＣＳ委員、学校とも、「学校・教職員の意識」という回答が多くなっておりま

すが、ＣＳ委員の方では、「熟議の実施」を重要視しているという結果が出てお

ります。 

 その熟議の進行役について聞いておるところでございますが、真ん中の下部分

になります。校長・副校長以外の割合が５９％ということで、昨年からさらに増

加してきております。 

 委員会の運営におきましては、やはり学校管理職の異動によらない、地域の委

員による主体的な運営をめざしているところでございます。 

 そうした取組の一つといたしまして、令和６年度からは、第１回のＣＳ委員会

の開催前に、ｉＣＳのキーパーソンとなる方に、例えばＣＳの委員長であるとか、

地域コーディネーター、そのようなキーパーソンとなる方に各学校で集まってい

ただきまして、キックオフミーティングを開催していただくことにいたしており

ます。 

 ＣＳ委員会の目的の確認であったり、前年度の振り返り、あるいは、当年度の

目標設定をキックオフミーティングの中で行っていただきまして、ＣＳ委員会を

より効果的なものとするために体制づくりを行っていただくものでございます。 
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 そのキックオフミーティングでご使用いただくように、教育委員会の方でご用

意したチェックシートの中でも、ＣＳ委員会における司会を学校管理職以外の委

員でできているかであったり、学校支援地域本部の活動について、地域コーディ

ネーターから情報共有や相談があるかといった項目を設けておりまして、こうし

たことの意識づけに有効であったかなというふうに考えているところでございま

す。 

 最後に、右下の部分になりますが、学校に関することといたしまして、「地域

の力を活用することで業務負担の割合が減ったと感じる教員の割合」が６７．４

％と、昨年度から大幅に増加しておりまして、こちらもｉＣＳによる学校支援の

効果が見えるところでございます。 

 アンケート調査の概要については、以上でございます。 

 「資料１－１」の方にアンケート調査の詳細をお示ししておりますので、後ほ

どご覧いただければと思います。 

 このアンケートの集計結果につきましては、校長会を通して、また、ＣＳ委員

会の方でフィードバックをしていきたいというふうに考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、ご意見等がございましたらご発言ください。 

 

小 林 委 員  ご説明ありがとうございました。 

 私もｉＣＳで委員としてお世話になっておりましたが、地域に本当に役に立っ

ているのかという、こういうふうでいいのかというような思いがいつもしており

ましたので、本当に学校の業務負担が減ったという割合を見て喜んでおります。 

 委員の方にもぜひ、これをフィードバックしていただけると、よりよくなると

思っております。 

 ありがとうございます。 

 

地域教育力推進課長  やはり委員がおっしゃっていただいたとおり、地域の力を活用することで、学

校の業務負担の方が減ったという割合が非常に増えていることについては、喜ば

しいことだったなというふうに思っております。 

 昨年度末の教育委員会での議論も踏まえて、今回は少し新たな質問項目として、

具体的にどのような点で負担が減ったのかという点を新たにお伺いいたしました。 

 その中では、やはり負担が減った部分といたしまして、授業支援であるとか、

総合的な学習の時間といったものを挙げる学校が多く見られまして、教員が質の

高い授業づくりを考える時間の確保に貢献したのではないかなというふうに分析

をしているところでございます。 

 このような形で、学校支援のところを、さらに学校、ＣＳ委員会の方にこのよ

うなアンケート調査をフィードバックしていくことで、そのような取組につなげ

ていければなというふうに考えているところでございます。 
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教 育 長  他にいかがでしょうか。 

 

野 田 委 員  ご説明ありがとうございます。 

私自身、委員を拝命する以前にiCSの立ち上げにあたって推進委員会から４年間

関わっておりました。また、委員を拝命してからも、さまざまなご報告を通じて、

iCSが地域に浸透し、多様な展開が図られていることを強く感じております。 

特に、iCS委員と地域コーディネーターのそれぞれの役割についてですが、学校

地域支援本部も含めて、それぞれの立場が担う本来の役割を正しく理解すること

が難しい面もあるかと感じています。その中でiCS委員はメンバーが交代するこ

とも多く、iCSの活動趣旨をiCS委員メンバーへ十分に浸透させるのが難しいとこ

ろもあるかと感じております。 

しかしながら、昨年度からキックオフミーティングを実施いただいたことで、

関係者がそれぞれの役割を理解されたうえで４月を迎え、初回のiCS委員会から

非常に活発な熟議の場となっている様子を拝見し、大変有意義な成果が出てい

ると実感しております。 

一方で、なお一層の認知度向上が求められると感じております。これは、リー

ダーやそれを支える方々が役割を正しく理解し、連携していくことが鍵になるか

と思います。現場ではすでに両輪で協働し、学校とともに多くの成果を上げてい

ると認識しております。 

先日も文部科学省からの表彰を受けられるなど、大変意義のある成果が出てい

るところですので、こうした取組が区内全体に広がるよう、今後のキックオフミ

ーティング等において、各関係者の役割を丁寧にご説明いただき、活動への協力

を呼びかけることで、さらなる認知度向上と理解促進につながるものと期待して

おります。 

また、教員の業務負担軽減について「減ったと感じる」との回答割合に関して

も、アンケート調査開始当初からの課題だったかと思いますが、繰り返しの検討

を重ねていただいたことで、改善傾向が見られることは大変評価できると思いま

す。 

実際に、空いた時間を授業研究に充てている先生方や、ご自身の生活を充実さ

せているという声も伺っております。今後は、どのような点で業務負担が軽減さ

れたことにより効果があったのかといった具体的な事例も示していただけると、

アンケート結果として非常に意義深いものになると思います。引き続きのご検討

をお願いいたします。 

 

地域教育力推進課長  ご意見等、ありがとうございます。 

 冒頭のＣＳ委員と、それから地域コーディネーターの役割のところは、なかな

か認知が進んでいないので、さらにキックオフミーティングの中で、そのような

ことを改めて確認するだとか、そのようなことで、さらにその役割をおのおのが

認識した上で、色々なことをしていけるのではないかというご意見であったかと

思います。 
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 まさにそのとおりでございまして、やはりＣＳ委員を使ったり、地域コーディ

ネーターがそれぞれの役割を十分に認識した上で、それぞれの組織の中で活動し

ていただくことが我々も非常に重要だと思っておりまして、そのような中では、

取組といたしまして、今年度は、新たにＣＳ委員の初任者研修のようなものを新

たに実施したいかなというふうに考えております。 

 それはＣＳ委員になられた方が、ご自身で、ＣＳ委員というのは何なのか、ど

のような役割を果たさなければならないのかということを、改めてなられたとき

に知っていただくことによりまして、ＣＳ委員会に出ていったときに役割を果た

していただくということにもつながるのではないかということで、そのような取

組を始めようと思っております。 

 また、我々の方でｉＣＳレターというものを発行いたしまして、各ＣＳ委員会、

あるいはｉＣＳの取組の好事例なんかを横展開するようなことをしておるわけで

ございますが、そのようなものの中でも、やはりそもそものｉＣＳというのは何

なんだろうという、ＣＳ委員だったり、地域コーディネーターというのはどうい

うものなんだろうといったことについても紹介するような機会を設けていくこと

によって、さらにそのような関係者の中でも、あるいはそのような、保護者であ

ったり、区外の方にも、もしかしたら知っていただく機会になるのではないかな

というところで、取組の方は進めていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 また、もう一つご質問というか、ご意見がありました。 

 地域の力を活用することでの負担軽減が、どのような効果、あるいはどのよう

な教員の活動につながったのかといったことに関しては、やはりそのようなこと

を聞いていくことによって効果ということが明示されるかなというふうに思いま

すので、委員のご指摘にあったとおり、質問の中でさらに組み込んでいけたらな

というふうに考えているところでございます。ありがとうございます。 

 

教 育 長  他はいかがでしょうか。 

 

善 本 委 員  ご説明いただきまして、ありがとうございます。 

 委員の先生方も皆さん言及していらっしゃった、地域の力を活用することでの

業務量の軽減について、私も申し上げたいと思います。 

 長らく公立の学校の現場にいた立場としてご質問させていただきたいのですけ

れども、ここで業務量が減ったと感じている教員の中には、校長、副校長なども

含まれるということでしょうか。あるいは、管理職は除いた一般的な教員がそう

感じているということでしょうか。 

 

地域教育力推進課長  特段、学校の管理職を除いてというふうに限定しているといった記載はないの

で、含まれている場合もあるかなと思います。 

 

善 本 委 員  分かりました。ありがとうございます。 
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 長らく、地域のお力をお借りするというのは大変ありがたいけれども、その窓

口になる副校長の業務負担が大きいというふうな考えが、かなり私の中ではあっ

たような感じがしています。 

 ですから、同時に、これらのことが進むことがあっても、それだけ劇的に改善

していますから、この数値はもうすばらしいことですし、５０．１％が１年で６

７．４％になっているわけですから、すばらしいことですけども、その中で、窓

口となりやすい副校長の業務負担が大丈夫かというところは常に押さえておく必

要がある視点かなというふうに思うところであります。 

 あともう一つ、具体的に何ができたかというところに、総合的な学習の時間や

不登校支援の負担が減ったと回答した学校が多かったというふうになっていて、

これは非常によいことである反面、総合的な学習の時間って、やっぱり外部の力

を借りた方がいいのは間違いないのですが、総合的な学習の時間がカリキュラム

に導入されてもう２０数年経つわけですけれども、依然として、やはり、これは

私も今も学校にいて実感しますけど、学校の教員にとって、自分たちの中心的な

業務というよりは、後から入ってきた、若干エキストラの意味合いがある、どう

さばいていいか分かりにくい、教科書があるわけでもなく、そういう分野という

ふうに捉えられているのですけれども、一方で、これからの時代の学びの、探究

的な学びって中心になるものだと思いますので、むしろ教員がその総合的な学習

の時間の運営に注力できるような学校環境を作っていくということも、非常に、

一方で大事なことなのではないかなと。 

 アウトソーシングすることも大変必要なことなのですけれども、これからの学

びの、ある意味中心になる部分でもあるので、その辺りで、もしかしたら学校の

教職員が非常に不安を感じているということの反映でもあるのかなと思うので、

そのような意味も含めて、手を差し伸べながら、内容が充実していけるようにと

いう、そういう方向性を打ち出していけるのが大変大事なのかなと思いますので、

そこはしっかり見ていきたいなというふうに思っています。よろしくお願いしま

す。 

 

地域教育力推進課長  業務量が減ったというところに関しては、１点、ただいまの業務の部分かなと

思います。 

 窓口となるのは、管理職の副校長等が、多分、そこに関しては、我々も確かに

考えなきゃいけない部分もあるかなというふうに常に認識しているところでござ

います。 

 先ほど、司会の部分について、ＣＳ委員さんだったり、地域の方をそのような

ところにシフトしていっているというふうなご説明をさせていただきました。 

 多分、ＣＳ委員会の運営というのを、学校管理職の異動によらない持続可能な

ものとするためには、そのような学校管理職の方がＣＳ委員会の運営の主体的な

部分を担うという形、委員の方々であったり、その他のＣＳ委員の方に担ってい

ただくということを進めることが大変必要になってくるのかなというふうに思っ

ておりまして、そのようなＣＳ委員会の運営に関する学校管理職の手というとこ
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ろを軽減していくことが、一つ、そのような窓口となる管理職の負担を軽減して

いくところにつながっていくのかなと思っておりますので、そのようなことで負

担軽減につなげていければなというふうに考えているところでございます。 

 また、もう一つご指摘のございました、総合的な学習の時間の負担が軽減して

いるというところでございますが、委員ご指摘のとおり、総合的な学習の中身と

いう部分に関して、それを最後まで作っていかなきゃいけないというところに関

しては、まさにそのとおりであるかなというふうに思います。 

 総合的な学習の時間に関しては、色々な準備であるとか、取組の中での負担と

いう、これまでの何か準備のところ、特に準備のところだと思うのですが、負担

があったのかなというふうに思っているところでございます。 

 それから、学校支援地域本部の取組がそのような部分に関して非常に寄与した

部分があるのかなというふうに捉えていたところでございます。 

 委員のご指摘のあったような部分に関しても、今後、少し分析を進められるよ

うに、アンケートの方はまた工夫してまいりたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

 

教 育 長  今、総合的な学習の時間のこともありましたので、指導室長からも、一言、補

足的にお答えいただけますか。 

 

指 導 室 長  指導室長でございます。 

 今、総合的な学習の時間のことを含めた、探究的な学びについてご質問いただ

いたかと思いますけれども、委員のおっしゃるとおり、次期学習指導要領におい

ても、今後、そこは非常に核となるところだというところは認識しております。 

 ふだんの学習も踏まえて、授業スタンダードというものを出しておりますが、

そちらは授業スタンダードＳという形で、自己調整、自己決定ができる、自己選

択ができるような学習というのも進めてきまして、一方的な学びではない、子ど

もが主体的に学べるような環境を作っていっているところでございます。 

 また、総合的な学習の時間は、まさにそういう学習だと思っておりますので、

重視しておりまして、板橋の方では、小中一貫教育の中でハイカリキュラムとい

うものを作っておりまして、特に環境教育、キャリア教育、それから郷土愛とい

うところを柱として、学びのエリアで取り組んでいるところもあります。 

 学びのエリアで取り組むということですので、このｉＣＳの中での学校支援地

域本部の役割が重要にもなってくると思います。そういう現状で行っているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

 

善 本 委 員  ありがとうございます。 

 

教 育 長  他にいかがでしょうか。 
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小 林 委 員 今、ご説明いただいて、地域コーディネーターの役割が非常に重要       

だというふうに感じておるのですけれども、このようなコーディネーターの方は、

アンケートによると後継者の選出が大変というようなお話です。 

      地域には色々な逸材がいらっしゃるのですが、現在地域コーディネーターでない

方のなかにも、色々な専門の方もいらっしゃると思います。その辺りの人材発掘

などはどのようになっているのか、ご説明いただければと思います。 

 

地域教育力推進課長  委員ご指摘のとおり、地域コーディネーターに関しては、やはり後継者をどう

するかということについてお悩みを抱えている方が一定数いらっしゃるのかなと

いうふうに認識しております。 

 ただ、どこの地域コーディネーターもそうだというわけではなくて、一定、そ

のようなノウハウを有して、どういうふうにつなげていくかということについて、

色々とノウハウを持っている地域コーディネーターもいるということも承知して

おります。 

 そのような意味で、地域コーディネーターの交流をしたり、情報交換をする機

会を、教育委員会としても、年間、何回も設けさせていただいております。 

 統括コーディネーターといって、地域コーディネーターの中でも豊富な経験を

有する方々に地域コーディネーターの研修を行っていただいたりとか、あるいは

地域コーディネーター同士の交流サロンみたいな形で、もう少しフランクな形で、

お互いのお悩みであるとか、そのようなことを共有できる場を教育委員会として

も提供しております。 

 そのような中で、様々なノウハウを活用して、お悩みとか、これからの活動に

生かしていただくような機会を教育委員会としても、これからも提供していきた

いなと思っておるところでございます。 

 

教 育 長  よろしいですか。 

 

小 林 委 員  はい。分かりました。 

 

教 育 長  他はいかがでしょうか。ありがとうございます。 

 私からは、これは指導室長の方に聞いた方がいいのかもしれませんが、今回、

このような結果が出まして、ｉＣＳの方、皆さんに頑張ってもらって、成果を上

げている部分もございますし、まだまだという課題も見えてきたと思いますが、

やはり学校の校長先生、副校長先生、先ほど善本委員からもご指摘がありました

けれども、学校の管理職の側からも、ｉＣＳをしっかりと有効なものにしていく

という手だても必要だと思います。 

       どのように指導室としては、ｉＣＳの在り方や、あるいはマネジメントの仕方

を、校長先生とか副校長先生に知らしめていくのかということについては、いか

がでしょうか。 
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指 導 室 長  指導室としてはというところになりますと、またアプローチが違うかと思う

のですけれども、指導室では、授業革新と、それから業務改善というのを両輪と

して考えまして、教育課程の編成について、学校の裁量を拡大しながら、その生

み出された時間で授業改善をしていって、子どもの学びの質を高めるという取組

を行っております。 

 その中で、このＣＳ委員会による熟議、そちらの方で、教育課程の方の承認を

いただくわけですので、そこの中で理解をいただいて、それで、一緒になって進

んでいく、そこを理解していただいて後押ししていただくということも必要です

し、その教育課程を承認していただいた内容を補完していくに当たって、学校地

域支援本部の活動が、取組が重要になってくると思いますので、そういう好循環

を回せるというところで、もちろん地域教育力推進課とも連携をしながら進めて

いきたいと思っております。 

 以上です。 

 

教 育 長  ぜひ最後に言っていただいた、連携をしていくということで、二つのセクショ

ンで連携をして、これをより有効なものにしていただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

○報告事項 

４．小学生向け絵本づくりワークショップの実施について 

（図－１・中央図書館） 

教 育 長  では、続いて、報告４「小学生向け絵本づくりワークショップの実施につい

て」、中央図書館長から報告願います。 

 

中央図書館長  中央図書館長です。よろしくお願いいたします。 

 資料の方は「図－１」、小学生向け絵本づくりワークショップの実施について

をご覧ください。 

 内容といたしましては、「絵本づくりワークショップ」は、平成２８年に小学

校１校のモデル実施から始まりました。 

 毎年、対象校を増やす中で、平成３１年度からは、学校単位での実施ではなく、

子どもたちが自由に参加ができるように、区立図書館で開催する形に変更し、拡

充をしてまいりました。今年度も区立図書館１１館において実施いたします。 

 １になります。 

 事業の目的は、「絵本のまち板橋」を推進する事業の一つといたしまして、絵

本づくりに携わることにより、子どもたちの表現力、想像力を育み、読書活動の

推進を図るものでございます。 

 ２の実施内容でございます。 

 区立図書館１１館において、小学生を対象に、全３回のワークショップを実施

いたします。 

 運営は各図書館のスタッフと職員が行います。 
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 募集人数は、各館の利用者などに応じて、それぞれ１０組程度としております。

グループでの応募も可能でございます。 

 完成した作品につきましては、令和８年３月に実施予定のいたばしこども絵本

展にて展示をする予定でございます。 

 ３、開催日程ですが、５月から１１月に、各館、年に一度、３回コースを開催

する形となっております。 

 ３回コースの内容といたしましては、１回目、導入として、絵本の構成や特徴

などを図書館スタッフが説明いたします。 

 作る絵本のストーリーを考えて、紙に下書きをしていきます。 

 ２回目、絵や文を画用紙の中に書き込んでいきます。 

 ３回目、画用紙をのりづけし、絵本の形に仕上げてまいります。 

 ４、周知方法でございます。 

 区内の小学校には、全体校長会などを通じて発信し、各館で参加者募集の周知

を実施しております。サービスエリアの小学校にチラシを配布する館もあります。

併せて図書館においても、掲示板やＳＮＳを活用して発信を行ってまいります。 

 以上で、説明の方は終わりになります。ありがとうございます。 

 

教 育 長  意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

（なし） 

 

教 育 長  それでは、次に、教育委員会次第にはありませんが、追加報告事項はありませ

んか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  ないようでしたら、先ほど申し上げましたように、日程第一 議案第２０号に

ついては非公開として協議いたしますので、傍聴人の方はご退席願います。あり

がとうございました。 

 

（傍聴人 退席） 

 

○議事 

日程第一 議案第２０号 板橋区子ども読書活動推進計画２０３０骨子（案）に

ついて 

（中央図書館） 

教 育 長  それでは、日程第一 議案第２０号「板橋区子ども読書活動推進計画２０３０

骨子（案）について」、地域教育力担当部長と中央図書館長から説明願います。 

 

地域教育力担当部長  それでは、議案第２０号についてご説明いたします。 
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 議案資料をご覧いただければと思います。 

 議案第２０号「板橋区子ども読書活動推進計画２０３０骨子（案）について」

でございます。 

 提案の提出日は、令和７年４月１０日。 

 提出者は、教育長、長沼豊でございます。 

 提案の理由につきましては、計画の策定に当たりまして、骨子（案）について

ご審議をいただくものでございます。 

 詳細につきましては、中央図書館長よりご説明申し上げます。 

 

中央図書館長  資料の方の今の議案の次のページのところの「板橋区子ども読書活動推進計画

２０３０骨子（案）」の下に小さく数字が振ってありますので、そちらの方でペ

ージの案内をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 策定の背景及び計画の位置づけでございます。 

 法的背景といたしましては、平成１３年に成立いたしました、子ども読書活動

の推進に関する法律、こちらに基づき、国及び都が子ども読書活動の推進に関わ

る計画などを作成しております。 

 これに倣い、板橋区でも、平成２３年度以降、板橋区子ども読書活動推進計画

を策定しており、以来、これに基づき、読書活動に関わる事業を推進していると

ころでございます。 

 板橋区子ども読書活動推進計画は、国・都の計画の他に、いたばし学び支援プ

ランやいたばしＮｏ．１実現プラのようなどと連携・協働を図って設定していく

ものでございます。 

 では、資料の方の説明に移らせていただきます。 

 資料の６ページをご覧ください。 

 本日は、令和６年度に２回実施いたしました検討委員会でのご意見を踏まえて

作成いたしました骨子（案）についてご報告を申し上げます。 

 板橋区子ども読書活動推進計画の中には、基本方針を３本立てさせていただき

ます。 

 １、子どもの視点に立った取組を実施し、読書の習慣化をめざす。 

 ２、身近な人々の協力によって、子どもが自由に本と触れ合える環境をつくる。 

 ３、多様な子どもたちに適応した読書に関する制度・環境を整備すると考えて

おります。 

 ここから基本方針に沿って説明をさせていただきます。 

 資料８、９、１０ページについて説明をさせていただきます。 

 基本方針１では、読み聞かせや、季節やテーマに応じた本の展示を行うことで、

読書への興味喚起を図り、子ども同士による交流や、子ども司書による事業企画、

「私のひと棚絵本図書館」において自主性の育成をしてまいりたいと考えており

ます。 

 大学との連携により、学生からの絵本紹介や、大学生企画によるワークショッ

プを通して、価値ある知識に出会える環境についてを考えております。 
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 施策の展開を通じて、子どもと絵本の出会い、自主性の育成をサポートする指

導と人材活用を生み出したいというふうに考えております。 

 １２ページ、基本方針２の方に移らせていただきます。 

 基本方針２、「身近な人々の協力によって、子どもが自由に本と触れ合える環

境をつくる」というところでの取組といたしまして、１３ページの方にお移りく

ださい。 

 中学生と小学生の不読率の推移を比較いたしますと、中学生の不読率が年々上

昇傾向にあります。 

 １４ページの円グラフの方を見ていただきますと、図書館職場体験は令和５年

度においては１２．２９％、団体貸出は７．８５％となっております。 

 一方、１５ページの読書感想文コンクールの方ですが、６割以上の応募がある

ため、宿題として取り組んでいる学校や身近なコンクールとしての定着がござい

ます。 

 中学生にとって、友人関係や勉強、部活動などが生活の大半を占める中で、自

然に本に触れやすい環境を学校に整備するということで読書習慣の向上を促して

いきたいと考えております。 

 １７ページをご覧ください。 

 「オープンな学校図書館」を令和４年度に改築いたしました上板橋第二中学校

は、生徒さんたちの声も大変好評であります。今後、改築予定の志村小、志村四

中の小中一貫校、上板橋第二中学校でも整備を予定してまいります。 

 現状の取組は継続しつつ、ブラッシュアップを行っていき、乳幼児の読み聞か

せの推進といたしまして、親子をターゲットとしたイベントの開催は継続してま

いります。 

 現在、大変喜ばれているブックスタートですが、対象家庭に対して、配布率の

向上と、ブックスタート事業のリニューアルも行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 小中学校、幼稚園、保育園における読書環境の充実といたしまして、人と人を

つなぐものが本であったり、人と人がつながったら本へつながるというような、

きっかけの創出を図書館サポーターの活躍と地域連携の中で行っていきたいとい

うふうに考えております。 

 １９ページに移っていただきまして、基本方針３では、多様な子どもたちに適

応した読書に関する制度・環境の整備を方針の柱とさせていただきたいと考えて

おります。 

 板橋区立図書館におけるバリアフリー資料、機材の配備状況は、次のページに

あります記載の表のとおりのライのようなップを取り揃えておりますが、多様な

ニーズに対応した資料の充実がこれからも求められています。 

 同じ内容の本を様々な方が共有できることで、共感も生まれてくると考えてお

ります。 

 そして、新しい技術を導入した読書環境の整備及び図書館の使い方を提供でき

るように、電子図書の充実や中央図書館の２階のティーンズルーム、地域館９館
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の視聴覚室において、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋを利用できるスペースを確保し、活

用を促していきたいと考えております。 

 日進月歩のデジタル運用に伴う新しい技術を用いた先進的な図書館像をめざし

ていく姿勢ということで考えております。 

 次に、２４ページに移らせていただきます。 

 板橋区の特徴といたしまして、「絵本のまち板橋」の視点を踏まえた読書推進

を行っていくことを考えております。 

 次のページを見ていただきます。 

 「絵本のまち板橋」の視点を踏まえた読書推進ですが、「絵本のまち板橋」プ

ロジェクトについては、利用者の目線と創作者の目線が非常に大事となってきま

す。 

 区のデザイン展開におきましては、区の持つそれぞれの得意分野やノウハウの

蓄積を合致し、利用者とクリエイター、それを実現できる産業、区が一体となっ

たまちづくりを考えており、いたばしボローニャ絵本館における推進方針・事業

として、ボローニャ市との長きにわたる関係、３万冊以上を開架する海外絵本を

活用の強みとして事業展開を行っていくことを考えております。 

 資料の説明としては、以上となります。 

 今後の予定といたしましては、６月１３日に教育委員会にて素案の方をご審議

いただいた後、第３回、第４回の検討委員会の開催と７月中にパブリックコメン

トを実施いたします。 

 原案の完成後に、９月１０日の教育委員会で最終報告をさせていただければと

考えております。 

 １２月１日の文教児童委員会を終えた後に、２月より第４期計画の策定及び配

布についてご報告の方をさせていただきます。 

 概要版の作成につきましては、子どもたちの計画のため、子どもたちに向けた

概要版の作成を進めてまいりたいと思っております。 

 説明は以上となります。ありがとうございました。 

 

教 育 長  質疑、ご意見等がございましたらご発言ください。 

 

山 口 委 員  ありがとうございます。昨年まで子ども読書推進委員の委員長をさせていただ

いておりました。そのときに、上板橋の第二中学校、新しい学校ですけれども、

色々なところに本が置いてある、図書室がないということで、子どもたちが本当

によく本と触れ合う機会が多いということで報告がございました。 

 実際に行ってみて、拝見させていただいたのですけれども、やっぱり何か人は

悩みがあると、自分で本を探してきて読むか、人に聞くか、どちらかしかないの

ですよね。 

 そうしたときに、色々な悩みを抱えている子どもたちがたくさんございまして、

自分たちで本を、自分で持って、図書室に行かないで、色々なところに本が置い

てあって、それを見る機会というのはとても大切だろうと思います。 
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 そういう新しい学校、校舎を建てられる計画があるというお話を聞きまして、

ぜひ上板橋第二中学校と同じように、本が色々なところにあるような環境を作っ

ていただければなと思っております。ありがとうございます。 

 それから、もう一つ。音読の推進ということを、僕、推進委員会において伝え

させていただいたのですけども、目というのはうそをつくというか、分かったよ

うなふりをして本を読んでしまうことができるのですね。 

 ところが、実際に音に出して読んでみると、読めない漢字があったり、分から

ない言葉があったりして、自分で分かったふりをして読んでいるところを本当に

分からないことなんだということを意識ができるようになるということなので、

ぜひ子どもたちに、読み聞かせだけではなく、自分たちも本を読んで、声に出し

て読んでみるという発信型の読書のスタイルを定着させてくださるようにという

お願いをさせていただいております。 

 どこに反映させてくださるかは別ですけれども、そういうお話をさせていただ

きましたので、伝えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 中央図書館長、いかがでしょうか。 

 

中央図書館長  ご意見、どうもありがとうございます。 

 子どもたちが自然に絵本を手に取れる環境を作るということを、私たち大人が

やっぱりリードして進めていけることが理想と考えておりますので、子どもたち

に寄り添って進めさせていただきたいと思います。 

 音読の推進につきましては、ただいま小学校４年生のお子さんが、保育園に行

って読み聞かせをしているという授業もありまして、好事例をたくさんの学校に

知っていただいて、広げていけたらいいなというふうに考えております。 

 

教 育 長  他にいかがでしょうか。 

 

野 田 委 員  ご説明ありがとうございました。骨子（案）につきましては、様々なご意見が

吟味され、的確に取り入れられた、非常にすばらしい内容になっていると感じて

おります。ありがとうございます。 

実際に学校現場を訪問し、読書の様子を拝見しておりますが、やはり新型コロ

ナウイルスの影響により、学校図書館や人が集まる場への利用制限がかかってい

たことによる影響が、今もなお大きく残っているように感じられます。 

小学校については、身近に本がある環境が整っており、本に触れる機会も多く、

各校を訪問してもそのような様子がうかがえます。一方で、中学校においては、

今回ご説明いただいたように、学校図書館の整備が進んでいることから、生徒が

本に触れる環境が整備されつつあるものの、不読率の推移をみますと、なかなか

中学生の不読率が下がっていかないという課題があると感じています。 
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その背景には、小学校では休み時間などにも自然に読書する時間が確保されて

おり、特に朝読書の習慣が定着しているという点が大きいと思われます。子ども

たちが朝、学校に到着して気持ちを落ち着け、読書に親しむという習慣が根づい

ています。 

一方で、中学校では、朝の時間帯に部活動など様々な学校活動があるため、朝

読書の時間が十分に確保できず、定着が難しい状況があると感じています。その

ため、たとえ周囲に本があったとしても、手に取る機会が十分に得られない現状

があるように思います。 

こうした時間的な制約の中で読書を推進していくことは容易ではありませんが、

基本方針にもありますとおり、児童・生徒の読書への興味・関心をいかに喚起し

ていくかという視点が、今後ますます重要になると考えております。 

       また、１点教えていただきたいのですが、「ブックスタート」の取組について

です。私自身も利用させていただき、大変意義のある事業だと感じております。

乳幼児が初めて本に触れる機会を提供することで、これから幼稚園・保育園に入

園していく子どもたちの読書習慣の形成に大きく貢献していると思っております。

今後、この事業をさらに推進していくために、どのようなことが検討されている

のか、お伺いできればと思います。 

 

中央図書館長  今ですが、ブックスタートの際に、お母様、お父様のところにお渡ししている

本というものは、完全に私たち板橋区が選定してきている本ではなく、他の事業

者さん、団体さんを通じて選んでいただいた本を配布しております。 

 私たち板橋区は、絵本のまち板橋として、板橋区の独自の目線というものと、

私たちスタッフの中にたくさん司書がおりますし、専門分野の職員もおりますの

で、そのようなことも踏まえた上での、板橋らしさを前面に出したブックスター

ト、名称も「ブックスタート」という形で続いていくとは考えていないのですけ

れども、新たにもっと、板橋の中で育つ子どもたちと板橋の中で育てる保護者の

方が地域に根差して、地域の中で育っていくのに役に立つ本といいますか、役に

立つ絵本、最初に触れる楽しい絵本を皆さんの方にお配りしていきたいというふ

うに考えております。 

 

野 田 委 員  具体的にどのような本を提供されるのかという点について、何らかの選定を行

うことは検討されているのでしょうか。 

 

中央図書館長  今考えておりますものは、ボローニャとの関わりであったりとか、翻訳大賞を

受賞している本とかというものもありますので、その中で乳児さんに合った本を

選ぶことができるか、できないかというところで、今、検討を始めているところ

でございます。 

 

野 田 委 員  ありがとうございます。 

該当する年代のお子さんをお連れのお母さん方がブックスタートのバッグを持
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って歩かれているのをよく見かけます。そうした様子を見ると、この取組が地域

にしっかりと浸透していることを実感いたします。 

ブックスタートは、子どもたちにとっての絵本との最初の出会いの場として非

常に重要な取組であり、また、「絵本のまち・板橋」を推進していくうえでの大

切な第一歩でもあると考えております。今後も引き続き、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

中央図書館長  よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  他はいかがでしょうか。 

 

善 本 委 員  議案のご説明、ありがとうございました。 

 ご説明にもありましたし、先ほど野田委員からもお話があったように、中学生

の不読率の上昇というところが我々大人にとって非常に懸念される材料ではあり

ますけれども、この一つの解決のための道筋としては、私は、基本方針１の③に

挙げていただいた「価値ある知識に出会える環境の設定」の中の「子どものニー

ズ把握とレファレンスの充実」というところが一つの解決の鍵になるのではない

かと思っています。 

 実際に、楽しみとして本を手に取る層が中学校で年齢が上がると減っていくと

いう実態はあるのかもしれませんけれども、一方で、物事を調べていくという活

動は活発化していくと思います。 

 そういう中で、やはり最近の子どもたちの懸念点としては、何かレファレンス

しようとすると、すぐにネットの情報に頼るというような傾向がありまして、た

だ、ネットの情報と比較して、誰がこれを言っているのかということを明らかに

して、著者が明らかであって、電子書籍も含めてですけれど、出版という過程を

経ている書物の情報の信頼性の高さということを、やっぱり子どもたちにしっか

りと大人が教えていくということがとても大事なのではないかなというふうに思

っています。 

 誰がどのようなプロセスを経て言っているかが非常に分かりにくいネットの情

報と、情報としての信頼性が、一般的に、個別の違いはあるにせよ、一般的に非

常に高い、そのレファレンスのために本を活用していくということがとても価値

のあることであるということを、色々な機会に、学校で、あるいは図書館で見え

る化していくということが、一つ、中学生の不読率を下げていくという意味で効

果があるのではないかなと思いますので、この基本方針１の③の活動をぜひ活発

に行っていただければなというふうに思います。 

 

中央図書館長  子どもたちが、やはりもっと知りたいということについて、本を開く機会をた

くさん増やすということは、不読率の解消にもつながっていくと考えております。 

 私たち図書館の方で、子どもたちの学習支援ができることであれば、私たちも

進んで行っていきたいとともに、子どもたちのニーズというものが、図書館でも
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やはり漫画が人気ではあります。 

 ただ、その漫画でも、歴史の漫画もありますし、そのようなところから、歴史

の漫画から入っても、次につながる、歴史の本につながる場合もありますので、

そのような形で、図書館の中でも見せ方の工夫を進めていきたいというふうに考

えております。 

 

小 林 委 員  ありがとうございます。先ほど山田中央図書館長の方が、板橋らしさを生み出

したというお話をしてくださいまして、おっしゃるとおりだなと思ったのですが、

板橋の昔話とかといったような話から、たしか絵本は、板橋にありましたでしょ

うか。 

  

生涯学習課長  近々に配布をさせていただくのですが、うちの方で２冊、作成しまして、学校

とかに配布させていただくということで、今、準備を進めているところでござい

ます。 

 

小 林 委 員  ありがとうございます。ぜひそのような板橋に関する本を、昔話だけではなく

て、目に触れるようなところにあったら、地域に対する知識も増えるのではない

かなと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  他はいかがでしょうか。 

 私からは、この資料の１４ページのところに着目をしまして、中学校の取組実

施ということで、団体貸出の割合が７．８５％であるということで、これが少な

いので、もう少し学校の側にも協力依頼をして、最大５０冊借りることができま

すので、これを推奨していきたいと思っています。 

 今、善本委員からもお話がありましたけれども、総合的な学習の時間とか、あ

るいは探究的な学びが大事になってきて、ますます広がってきますし、先ほど指

導室長からお話があったように、タイプSのセルフ型、自己調整型の授業もこれ

から増えてきますと、当然、調べなければいけない。 

 その時にＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋだけではなくて本を参照するようにする。その

ときに先生が推奨する５０冊を並べておいて、先ほど山口委員がおっしゃったよ

うに、図書館じゃなくて、廊下に並んでいるとか、教室の後ろに行けば、その単

元のその課題を調べるときに参照できるものがあるという環境を作ってあげるこ

とが必要です。ぜひ、図書館と学校側とでタッグを組んで、協力をして、探究型

学習とかは、必ずＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋだけではなくて、関連する書籍を調べて

レポートを書くという形の課題を先生に出していただく。 

 ５０冊団体貸出をすることで貸出数も上がり、不読率も解消していくという形

でやっていただければと考えていますので、ぜひお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか、中央図書館長。 

 

中央図書館長  ぜひ取組の方を宣伝させていただきたいなというふうに考えております。 
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 地域館の中では、司書が、中央図書館がリストの中から本を選んでいただくと

いうことではないのですけれども、地域館の中では、先生方のテーマに沿ったも

のを５０冊貸出しするということができますので、そのような取組、図書館の今

ある取組を先生方にも知っていただくという機会を増やしたいというふうに考え

ております。 

 

教 育 長  校長会で言うと校長先生で止まってしまうかもしれませんので、例えばこれを

使う理科部会の先生とか、社会科部会の先生方にダイレクトにお伝えしに行くと

いうこともあっていいと思います。指導室長、この辺りはいかがでしょう。 

 

指 導 室 長  指導室長でございます。 

 中学校については、区中研、区立中学校の教育研究会がありまして、各教科ご

との部会がございます。そこのところで紹介していくということだと、教育長の

おっしゃるとおり、先生方にダイレクトに伝わって、団体貸出が増えるというこ

とはあり得るのではないかと考えております。 

 以上です。 

 

教 育 長  ぜひ、進めていただければと思います。よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 

（なし） 

 

教 育 長  それでは、お諮りします。日程第一 議案第２０号については原案のとおり可

決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

教 育 長  それでは、そのように決定します。 

 それでは、以上をもちまして本日の教育委員会は閉会いたします。ありがとう

ございました。 

午前  １１時 ３９分 閉会 


